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学校事故対応に関する指針

指針に基づく対応

●全国で、学校現場における重大事故・事件発生
・体育活動中の事故（京都市プール事故、平成24年）
・食物アレルギーによる給食事故（調布市給食事故、平成24年）
・自然災害（大川小学校事故、平成23年）等

●情報公開や原因の検証に対する学校及び設置者の対応について
、国民の関心の高まり（平成26年大川小学校事故検証報告書）。

●事件・事故後の学校側の対応を強化する必要性

●有識者会議を開催し、事故後対応の在り方、対応の実態につい
て議論（平成26年度）。
事故後対応の在り方について検討（平成27年度）。

●平成28年3月に学校事故対応に関
する指針を作成。
平成28年度から、同指針に基づく
事故後の調査の実施などを都道府
県等に依頼。

※幼稚園・認定こども園における事故、
児童生徒の自殺、食物アレルギー事
故には個別に対応指針があるため、
本指針は適用されない。

指針作成に関する経緯

事 故 発 生

● 応急手当の実施
● 被害児童生徒等の保護者への連絡

事故発生直後の対応

初期対応時の対応

● 死亡事故及び治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を
伴う 場合等重篤な事故については、学校の設置者等に事故報告
● 死亡事故については都道府県教育委員会等を通じて国に報告
● 学校による基本調査（教職員・児童生徒等への聴き取り等、調
査開始から３日以内を目処に終了し、整理した情報を学校の設置
者に報告）

詳細調査の実施

● 学校の設置者等が、中立的な立場の外部専門家等からなる調査
委員会を設置して実施
● 調査委員会又は学校の設置者は調査結果を被害児童生徒等の
保護者に 説明（調査の経過についても適宜適切に報告）
● 調査結果を学校の設置者等に報告、報告を受けた調査結果につ
いては、 都道府県教育委員会等を通じて国に提出

再発防止策の策定・実施

● 学校、学校の設置者等は報告書の提言を受け、速やかに具体的な
措置を講ずる、講じた措置及び実施状況について、適時適切に点検・
評価
● 国は、提出された報告書を基に情報を蓄積、教訓とすべき点を整理
した上で、全国の学校の設置者等に周知（文部科学省ＨＰ※４に掲載）
※４ 「学校事故対応に関する指針」に基づく詳細調査報告書の横断整理（作成・公表）

学校の設置者による詳細調査への
移行の判断

未然防止のための取組

● 教職員研修の充実、各種マニュアルの策定・見直し
● 安全教育の充実、安全管理の徹底
● 事故事例の共有（情報の集約・周知）
● 緊急時対応に関する体制整備
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「学校事故対応に関する指針」に基づく詳細調査報告書の横断整理

詳細調査報告書の横断整理の内容②詳細調査報告書の横断整理の公表

●「学校事故対応に関する指針」に基づき、国は、提出された調
査報告書の概要を基に事故情報を蓄積し、教訓とすべき点を整
理した上で学校、学校の設置者及び都道府県等担当課に周知す
ることにより、類似の事故の発生防止に役立てることとされて
いる。
横断整理したものは文部科学省HP及び学校安全ポータルサイト
に掲載。

https://anzenkyouiku.mext.go.jp/mextshiryou/index_publications.html

２．各事故事例の概要
詳細調査報告書の内容を要約した。また、報告書内で提言
された対策をm-SHELLモデルに当てはめて整理した。

３．事故発生の要因と事故対応の的確性
事故が発生した背景にどのような要因があったのか整理

４．調査委員会による事故の検証
調査委員会の構成員と検証、各段階での保護者への対応等
について整理

５．提言された対策
学校側の危機管理の面で今後に向けた教訓と考えらえる事
項についての整理

６．詳細調査報告書の記載方法
詳細調査報告書の標準的な記載項目の提言

詳細調査報告書の横断整理の内容①

平成28年4月～令和元年10月までに文部科学省に提出された

16件の詳細調査報告書のうち13件について横断的に整理した。

１．詳細調査の概要
以下の①～③の項目により各事故事例について横断的俯瞰を行った。
①事故に関する項目

事故発生時期、活動種別、事故発生場所、事故を受けた当事者の属性、事故

発生の経緯、事故後の経緯、事故発生後の対応等

②調査委員会に関する項目 委員会の構成員、委員会開催回数等

③事故発生の要因分析

事故が生じる際の様々な要因がどのように関係しあっているのかを明らか

にするため、m-SHELLモデルを参考とし、右記表1.1の通りあてはめた。
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令和３年５月25日付３文科教第218号 文部科学省総合教育政策局長通知

「学校事故対応に関する指針」に基づく適切な事故対応について（通知）

学校は、事故発生後速やかに基本調査を行うとともに、その結果及び経過について被害児童生徒
等の保護者等に十分な説明を行うことが必要であること。
また、事故発生後は、保護者の心情に配慮しながら、丁寧なコミュニケーションを心がけ、保護者と
の継続的な関係性を構築することが重要であること。

１ 基本調査の速やかな実施及び保護者への丁寧な説明について

学校及び学校の設置者における対応が不十分であると考えられる場合には、都道府県教育委員会
又は私立学校担当部局等は、指導・助言を行うことにより、適切な対応を促す必要があること。
また、都道府県・指定都市教育委員会又は私立学校担当部局等は、学校及び学校の設置者によ
る事故報告を徹底させるとともに、学校の管理下における死亡事故が発生した場合には、速やかに国
まで一報を行うこと。
なお、基本調査の結果や詳細調査への移行状況についても国に情報提供を行うこと。

２ 詳細調査への移行判断及び実施について

詳細調査への移行の判断は、基本調査の報告を受けた学校設置者が、指針の「３－３ 詳細調査
への移行の判断」（下記の「学校事故対応に関する指針」抜粋を参照）を踏まえ、被害児童生徒等の
保護者の意向に十分配慮し適切に行う必要があること。また、調査の実施にあたっては、学識経験者
や医師、弁護士、学校事故対応の専門家等の専門的知識及び経験を有する者で構成する調査委
員会を設置し行うこと。

３ 都道府県教育委員会等の指導・助言及び国への報告について

3


